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江東区臨海部都市交通ビジョン策定支援業務委託仕様書（案） 

 

１ 業務名 

  江東区臨海部都市交通ビジョン策定支援業務委託 

  

２ 業務の趣旨 

江東区都市計画マスタープラン２０２２の重点戦略２「未来の臨海部のまちづ

くり」を推進するため、多様な魅力と高いポテンシャルを持つ臨海部について、

将来の開発等を見据えた都市交通のあり方等を示し、臨海部のアクセス性や回遊

性の向上を図る必要がある。 

そのため、本区においては、臨海部の都市交通のあり方等を示す「（仮称）江

東区臨海部都市交通ビジョン」（以下、「ビジョン」という。）を策定すること

としており、本業務はビジョン策定の支援を行うものである。 

 

３ 委託期間 

契約締結の翌日から令和６年３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

江東区指定場所 

 

５ ビジョン策定における臨海部の定義 

ビジョン策定における臨海部とは、江東区都市計画マスタープラン２０２２の

重点戦略２「未来の臨海部のまちづくり」における湾岸軸を中心に、概ね、江東

区オリンピック・パラリンピックまちづくり基本計画が示す３つのゾーン（国際

居住・観光ゾーン（有明北・有明南・豊洲地区）、スマートな環境エネルギーゾ

ーン（辰巳・夢の島・新木場地区）、オアシスゾーン（若洲・中央防波堤地区））

を指す。 

 

６ 委託内容 

以下の内容のとおり、臨海部における都市交通のあり方の検討等を行い、ビジ

ョンを策定するための支援を行うこと。 

なお、ビジョン策定にあたっては、臨海部の回遊性に加え、臨海部と臨海部周

辺地域とのアクセス性についても検討することに留意すること。 

(1)  臨海部における都市交通の現状と課題の整理等 

ア 土地建物等の現況及び人口の推移・分布、既存の公共交通の運行・利用状

況等を既往資料等を基に整理し、現在の臨海部のまちづくり及び都市交通の

現状を取りまとめること。 

（案） 
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   イ 国、東京都及び江東区の上位計画や関連計画を整理し、上位・関連計画か

ら想定される臨海部のまちの将来像及び都市交通の将来像を把握すること。 

  ウ ア及びイを踏まえ、将来の開発等を見据えた臨海部の都市交通に関する課

題を抽出すること。 

(2)  臨海部における都市交通のあり方の検討支援 

(1)並びに別紙「「（仮称）江東区臨海部都市交通ビジョン」策定スケジュール

(案)」に示す区議会及び関連委員会等の内容を随時反映しつつ、概ね２０年先

（2040 年代）を見据えた臨海部における都市交通のあり方を明確にするため、以

下項目の検討支援を行うこと。  

ア  将来像のイメージ（地域別３箇所程度のパース作成を含む） 

イ  都市交通の充実に向けた基本方針  

ウ  今後の取組みや各取組みの実施に向けたロードマップの提案 

エ ア～ウに加え、臨海部でも特に大きな変化が見込まれる「海の森」について

は、更なる未来を見据えて概ね３０年先（2050 年代）の将来像のイメージ

（パース１箇所の作成含む）に関する検討支援を行うこと。 

(3) ビジョンの骨子案の作成 

(1)～(2)の内容を可能な限り反映し、ビジョン全体の枠組や方向性、検討の視点

がわかるものを「ビジョンの骨子案」として取りまとめること（１０ページ程

度）。 

(4) ビジョンの作成 

(1)～(3)の内容を反映し、ビジョンとして取りまとめること（３０ページ程度）。

また、ビジョンの概要版を作成すること（５ページ程度）。 

 (5) 都市交通輸送計画担当との定例の会議（計６回程度） 

ア 会議で使用する資料を作成及び印刷の上、会議に出席し、説明又は助言等を

行うこと。 

イ 会議中は録音を行い、議事録を速やかに作成するとともに、取り上げられた

意見や意向等をとりまとめること。なお、議事録等については、データとし

て提出すること。 

ウ 会議は、原則対面で行うものとする。ただし、受託者の不測の事態、新型コ

ロナウイルス感染症の影響、業務進捗状況等の理由によりやむを得ず会議に

参加できない場合は、区担当者と協議すること。 

 (6) スケジュールの作成 

本委託の業務スケジュールについては、別紙「「（仮称）江東区臨海部都市交通

ビジョン」策定スケジュール(案)」を参考にし、作成すること。 

 

７ 成果品 

(1) 業務報告書 一式    製本５部 
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委託業務に関して作成した資料 

議事録等 

(2) ビジョン (A4 版カラー、冊子)   製本２００部 

(3) ビジョン概要版(A4 版カラー、リーフレット) 製本２００部 

 (4) (1)～(3)の電子データ一式（CD－ROM・PDF 形式） １枚 

なお、PDF 形式の他に、編集可能なオリジナルデータもあわせて納品すること。

（オリジナルデータの形式については、区担当者と別途事前に協議を行うこと。） 

 

８ 業務計画 

受託者は、業務の実施にあたり契約締結後速やかに業務計画書を提出し、区担

当者の承認を得ること。 

 

９ 費用負担 

本委託業務及び本委託業務の性質上当然実施しなければならないもの、並びに

軽微な事項で仕様書等に記載のない附帯的業務は、受託者の負担において行うこ

と。 

 

10 受託者の責務 

 (1) 受託者は、区担当者との打合せを密にし、業務の進捗に支障のないように注

意すること。また、「６ 委託内容」に記載の各支援を行う際には、事前に区担

当者と十分協議の上実施すること。 

(2) 受託者は、業務の履行に際しては充分な人員を配置し、スケジュールどおり

に資料作成・報告・納品等を履行すること。 

(3) 受託者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受託者の責任におい

て適切に行うこと。 

(4) 受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。契約の解除及び

期間満了後においても同様である。 

(5) 受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託しないこと。業務の一部を第

三者に委託しようとするときは、あらかじめ江東区への申請を必要とする。 

(6) 受託者は、暴力団等排除について、別紙「江東区契約における暴力団等排除

に関する特約条項」を遵守すること。 

(7) 受託者は、個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報の取扱いに関する特

記条項」を遵守すること。 

(8) 受託者は、自動車を使用する場合は、別紙「自動車の使用に関する特記仕様

書」を遵守すること。 

 

11 支払方法 
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受託者は業務完了、検査の後、請求書を提出し、委託者は請求書を受理した日

から起算して３０日以内に代金を支払うこととする。 

 

12 その他 

(1) この業務により完成した成果物の著作権等の権利は、全て江東区に帰属する

ものとし、無断で他の目的に使用しないこと。 

(2) この仕様書に定めのない事項又は疑義のある場合、その都度双方協議のうえ

実施すること。  

 

13 連絡先 

江東区都市整備部地下鉄８号線事業推進課（都市交通輸送計画担当） 

電話  ：０３（３６４７）―８６７８ 

ＦＡＸ ：０３（３６４７）－９０１９ 

E-mail ：8gou-kkr@city.koto.lg.jp 

mailto:8gou-kkr@city.koto.lg.jp


令和５年度

契約期間 ●委託契約 委託完了●
スケジュール作成 ●スケジュール作成
ビジョン策定支援 現状と課題の整理、分析

都市交通のあり方の検討
ビジョン作成 ●ビジョンの検討状況報告(8/中)

●ビジョンの骨子案作成(10/上)
●ビジョン(案)作成(1/上)

定例会 ●定例会（計６回程度）

検討部会(8/下)

検討部会(10/下)

検討部会(1/下)

推進会議(9/上)

推進会議(11/上)

推進会議(2/上)

推進委員会(9/中)

推進委員会(11/中)

推進委員会(2/中)

3定(10/中)

4定(12/中)

1定(3/中)
※各会議のスケジュールは想定

「（仮称）江東区臨海部都市交通ビジョン」策定スケジュール(案)

9 11 12 1 2 31084 5 6 7

江東区都市づくり
推進委員会(庁内)

江東区議会

参
考

江東区
都市づくり推進委員会
都市づくり・交通輸送
検討部会(庁内)

江東区都市計画
マスタープラン2022
推進会議(有識者含む)

（別紙）

検討中
検討中



(別紙)



個人情報の取扱いに関する特記条項 

（個人情報保護法等の遵守） 

第１条 乙は、個人情報の保護に関する法律のほか、甲の定める江東区個人情報の保護に関する

法律施行条例施行規則並びに情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順に基づ

き、個人情報の取扱いに関する特記条項（以下「特記条項」という。）を遵守しなければならな

い。 

（責任体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持

しなければならない。 

（作業責任者等の届出） 

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に書面

により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければ

ならない。 

４ 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

５ 作業責任者は、仕様書及び特記条項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督し

なければならない。 

６ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、仕様書及び特記条項に定める事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（作業場所の特定） 

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務の着手前に書

面により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙

が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

（教育の実施） 

第５条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、仕様書及び特記条項に

おける作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、

作業従事者全員に対して実施しなければならない。 

２ 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

ればならない。 

（守秘義務） 

第６条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

(別紙)



ならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 乙は、本委託業務にかかわる作業責任者及び作業従事者から、秘密保持に関する誓約書（甲

に対する誓約書をいう。以下単に「誓約書」という。）を徴取し、これを甲に提出しなければな

らない。 

（再委託） 

第７条 乙は、本委託業務の全部の委託をしてはならない。 

２ 乙は、甲の書面による許諾を得た場合に限り、本委託業務の一部の委託（以下「再委託」と

いう。）をすることができる。 

３ 乙は、前項の許諾を得ようとするときは、次の事項を明確にした上で、事前に、書面により

再委託をする旨を甲に申請しなければならない。 

(1) 再委託を受ける者の名称 

(2) 再委託をする理由 

(3) 再委託をして処理する内容 

(4) 再委託を受ける者において取り扱う個人情報 

(5) 再委託を受ける者における安全性及び信頼性を確保する対策 

(6) 再委託を受ける者が当該再委託に係る業務の全部又は一部の委託をすることの有無 

(7) 再委託を受ける者に対する管理及び監督の方法 

４ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、再委託を受けた者に本契約に基づく一切の

義務を遵守させるとともに、甲に対し、再委託を受けた者の全ての行為及びその結果について

責任を負うものとする。 

５ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、乙と再委託を受けた者との契約において、

再委託を受けた者に対する乙の管理及び監督の手続及び方法を具体的に規定しなければならな

い。 

６ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、その履行につき管理及び監督をするととも

に、甲の求めに応じ、管理及び監督の状況を甲に対し適宜報告しなければならない。 

７ 乙は、第２項の規定により再委託をしたときは、再委託を受けた者に、当該再委託に係る業

務にかかわる作業責任者及び作業従事者から誓約書を徴取させなければならない。 

８ 前項の誓約書は、乙が、再委託を受けた者から受け取り、甲に提出しなければならない。 
（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合

は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（個人情報の管理） 

第９条 乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めると

ころにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管



すること。 

(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこ

と。 

(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置を施すこと。 

(4) 事前に甲の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ、業務に必要最小限の範囲で行う場合

を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報

の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」

という。）を防ぎ、機密性、完全性及び可用性の維持に責任を負うこと。 

(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を

扱う作業を行わせないこと。 

(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１０条 乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用

してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。 

（個人情報の受渡し等） 

第１１条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行

った上で、甲に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

２ 本委託業務において電子計算組織の運用又は保守をする場合は、乙は、業務の着手前に、接

続又は操作をすることができる情報の種類及び範囲並びに接続又は操作の方法について甲の指

示を受けるものとする。 

（個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１２条 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の

指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃

棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲

に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 

４ 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録さ

れた電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を



講じなければならない。 

５ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去

又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１３条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報

告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら

ない。 

（監査及び検査） 

第１４条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措

置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査

を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

（事故時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故にかかわる個人情報の内容、

件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 甲は、乙が特記条項に定める義務を履行しない場合は、特記条項に関連する委託業務

の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできないものとする。 

（損害賠償） 

第１７条 乙の故意又は過失を問わず、乙が特記条項の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 



(別紙)


